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鳥取市殿ダム周辺広場の設置及び管理に関する条例新旧対照表 第３２条関係 

改正後 改正前 

○鳥取市殿ダム周辺広場の設置及び管理に関する条例 ○鳥取市殿ダム周辺広場の設置及び管理に関する条例 

平成２５年９月１３日 平成２５年９月１３日 

鳥取市条例第４１号 鳥取市条例第４１号 

第１条 ～ 第１６条及び別表第１（略） 第１条 ～ 第１６条及び別表第１（略） 

別表第２（第８条関係） 別表第２（第８条関係） 

区分 単位 利用料金 

行商、募金その他これらに

類する行為 １㎡１日につき 50 円

業 と す る

写 真 の 撮

影 

常時 写真機 １台１月につき 500 円

臨時 写真機 １台１日につき 100 円

業とする映画撮影の行為 １時間につき 200 円

興行 １㎡１日につき 10 円

競技会、展示会、演説、集

会その他これらに類する

行為 
１㎡１日につき 5 円

備考 第６条に掲げる行為に係る土地の利用のうち消費税及び地方消

費税を非課税とされるもの以外のものに係る利用料金は、この表の規定

により計算して得た額に１００分の１１０を乗じて得た額（その額に１

円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額）とする。 
 

区分 単位 利用料金 

行商、募金その他これらに

類する行為 
１㎡１日につき 50 円 

業 と す る

写 真 の 撮

影 

常時 写真機 １台１月につき 500 円 

臨時 写真機 １台１日につき 100 円 

業とする映画撮影の行為 １時間につき 200 円 

興行 １㎡１日につき 10 円 

競技会、展示会、演説、集

会その他これらに類する

行為 

１㎡１日につき 5 円 

備考 第６条に掲げる行為に係る土地の利用のうち消費税及び地方消

費税を非課税とされるもの以外のものに係る利用料金は、この表の規定

により計算して得た額に１００分の１０８を乗じて得た額（その額に１

円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額）とする。 

 


